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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　炭素繊維のストリップを貼り付けるためのヘッドにおいて、
　前記ヘッドは、垂直軸での回転組立体として配置された型であり、前記ストリップの貼
り付けを行うブロックが横軸（Ｉ）に配置され、供給リールから供給され且つ保護紙を備
えた前記ストリップによって部品の表面を形成し、前記ストリップは、前記表面に対する
圧力によって被形成面に貼り付けられ、前記保護紙は巻き取りスプールに巻き取られる前
記ヘッドであって、
　前記ヘッドは、少なくとも２つの前記供給リール（１）を備え、前記供給リール（１）
は、前記ストリップを選択的に供給するためにそれぞれに前記ストリップを保持し、前記
ストリップで前記ストリップの貼り付け幅を形成し、貼り付け用の前記ストリップの前記
供給リール（１）は主ローラ（５）に取り付けられ、前記主ローラ（５）は、それぞれの
回転伝達によって個々に作動される個別の部分（５．１）によって構成され、これにより
前記供給リール（１）からの前記ストリップの個別の供給が可能であることを特徴とする
ヘッド。
【請求項２】
　前記ヘッドは、４つの個別に作動する前記供給リール（１）を備え、それぞれの前記供
給リールが７５ミリメートル幅のサイズを有し、それにより４つの前記供給リールの前記
ストリップを同時に貼り付けることによって３００ミリメートルの被覆幅をなし、最小幅
の被覆になるまで、より少ない数の前記供給リール（１）の前記ストリップを貼り付ける
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ことができ、これは単一の前記供給リール（１）の前記ストリップの貼り付けによりもた
らされることを特徴とする、請求項１に記載の炭素繊維のストリップを貼り付けるための
ヘッド。
【請求項３】
　対応する前記供給リール（１）からの前記ストリップの供給に関して、前記ストリップ
の通過を制御するためのセンサ（１４）が配置され、それぞれの前記ストリップの必要な
貼り付け速度に従って前記供給リール（１）への前記回転伝達の作動を調整し、湾曲を有
する前記ストリップを貼り付ける領域において、貼り付けの行程距離の差を補正するため
に、前記湾曲の外側部分の前記ストリップが内側部分の前記ストリップより高速で供給さ
れることを特徴とする、請求項１に記載の炭素繊維のストリップを貼り付けるためのヘッ
ド。
【請求項４】
　前記ストリップの前記供給リール（１）が組み込まれた前記主ローラ（５）の前記部分
（５．１）が、個別に半径方向の動きが可能な外周板（１１）を有し、前記外周板は、空
気圧システムによって作動され、前記供給リール（１）を固定するための前記部分（５．
１）の直径方向の拡張をすることができることを特徴とする、請求項１に記載の炭素繊維
のストリップを貼り付けるためのヘッド。
【請求項５】
　それぞれのスプール（８）が、前記ストリップの前記保護紙を巻き取るために、前記主
ローラ（５）に取り付けられた前記ストリップの前記供給リール（１）の数に対応して配
置され、前記スプールは、空気圧システムによって作動するくさび（１３）方式によって
シャフト（１２）に固定されて取り付けられることを特徴とする、請求項１に記載の炭素
繊維のストリップを貼り付けるためのヘッド。
【請求項６】
　超音波切断ユニット（１５）は、前記主ローラ（５）の軸（ＩＩ）と軸を平行にして配
置され、前記超音波切断ユニットは、前記ブロックの側方に向けられ、前記ブロックを前
記ストリップの貼り付け位置に対して９０°の位置に回転させることによって、貼り付け
で使用された前記ストリップの残りの部分を切断する作動位置に配置することができるこ
とを特徴とする、請求項１に記載の炭素繊維のストリップを貼り付けるためのヘッド。
【請求項７】
　前記ブロックは、小歯車及び冠歯車（４）の作動によって前記横軸（Ｉ）周りに±９０
°回転でき、これにより前記ブロックを前記横軸（Ｉ）周りに単純に回転させることによ
って、前記超音波切断ユニット（１５）をその作動位置に配置することができることを特
徴とする、請求項６に記載の炭素繊維のストリップを貼り付けるためのヘッド。
【請求項８】
　炭素繊維のストリップを貼り付ける方法であって、
　前記ストリップの複数の供給リール（１）が組み込まれたヘッドを用い、前記供給リー
ル（１）によって被形成面での前記ストリップの貼り付け幅が形成され、前記供給リール
（１）は、主ローラ（５）の複数の個別の部分（５．１）に配置され、前記部分（５．１
）は、貼り付ける前記ストリップを回転するために個々に作動され、前記ストリップの前
記供給リール（１）に関して、貼り付け面の各領域内において必要とされる貼り付けに従
ってそれぞれの前記供給リールの前記ストリップの貼り付けを決定し、それぞれの前記供
給リール（１）の速度の個別の制御が行程距離の差を補正し、湾曲した貼り付け領域内に
おいて、前記湾曲の外側部分の前記ストリップを内側部分の前記ストリップより早い速度
で供給することを特徴とする炭素繊維のストリップを貼り付ける方法。
【請求項９】
　貼り付け用の前記ストリップの供給が、貼り付け用の前記ストリップの前記供給リール
（１）を全て同時に空にするために、ある使用におけるいくつかの前記ストリップのより
多い消費を、他の使用における他の前記ストリップのより多い消費で相殺するようにして
、同一又は異なる部品を形成するための様々な連続する使用を選択するソフトウェア・プ
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ログラムによって制御してなされることを特徴とする、請求項８に記載の炭素繊維のスト
リップを貼り付ける方法。
【請求項１０】
　貼り付け用の前記ストリップの供給は、それぞれの前記ストリップにおける個別のヒー
ルによる被形成面での貼り付け圧力の制御と共になされ、それにより前記被形成面に貼り
付けられる部分の前記ストリップだけが押し付けられる、請求項８に記載の炭素繊維のス
トリップを貼り付ける方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、炭素繊維のストリップを貼り付けることによる部品の製造、特に航空産業用
の部品の製造に関連し、複数のストリップを備えた貼り付け用ヘッドとの関連で特有の特
徴を有する装置及び被形成面に前記ストリップを貼り付けるための貼り付け方法を提案す
る。
【背景技術】
【０００２】
　航空構造物の構造では、構成部品間の継ぎ目は最も耐久性が必要な部分であり、それに
より、継ぎ目の数を減らすためにできるだけ大きな部品が使用される傾向にある。
【０００３】
　しかしながら、部品のサイズが大きくなると同時にその複雑さが増し、大きな部品の複
雑な条件に適用される品質を満たすことができる機械が必要とされる。
【０００４】
　例えば、部品の表面の複雑さとしては備えている湾曲領域があり、この湾曲領域は、航
空部品の製造で行われるように炭素繊維のストリップを積層することによって形成される
が、生じる湾曲半径は、貼り付けで使用される炭素繊維の帯の幅に依存するので問題が生
じる。貼り付けられる帯の幅が大きいほど、貼り付けで生じる湾曲半径を大きくしなけれ
ばならず、即ち、使用される帯のしわを防ぐためにより大きな半径が必要である。
【０００５】
　今までに知られているテープ積層装置と呼ばれるストリップを積層するヘッドでは、ヘ
ッドは、異なる幅寸法（即ち、３００、１５０又は７５ｍｍ）を有する単一のストリップ
を貼り付けるが、常に同一のストリップを貼り付ける。
【０００６】
　幅３００ｍｍのストリップで最も高い生産性が達成されるが、７５ｍｍのストリップで
は、より小さい半径を有する湾曲を描くことができる。
【０００７】
　貼り付ける帯の幅は、炭素繊維のストリップ積層によって部品を形成する工程の生産性
に比例的に作用し、貼り付け用のストリップの幅が小さいほど、実行しなければならない
パス回数が増え、必要な時間が長くなって生産性が低下する。
【０００８】
　更に、必要とされる機能を果たすために使用される貼り付け用ストリップの炭素繊維に
は樹脂が浸み込まされ、ストリップが製造用オートクレーブから出てからの持続期間は約
１０日であり、その期間中にストリップが使用されなければならなず、そうでない場合は
破棄されなければならない。そのため、材料の経時劣化による損失をできるだけ少なくし
ストリップの迅速な使用を達成するためには、貼り付けの生産性が重要である。
【０００９】
　同一の炭素繊維のストリップから積層するこれらのテープ積層装置とは別に、複数のリ
ールに巻かれた細線により細い炭素繊維を使用するファイバ積層装置と呼ばれる他の装置
が知られている。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
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【００１０】
　本発明によれば、炭素繊維のストリップを貼り付けるヘッドが提案され、このヘッドに
より、前記ストリップでのストリップの貼り付けによって大きくて複雑な部品の形成に関
する問題を有利に解決することができる機能的特徴がもたらされる。
【００１１】
　この装置によれば、ヘッドは、テープ積層装置のタイプ、即ち繊維積層装置スプールに
巻かれた多数の炭素繊維ではなく、紙支持体上に巻かれた炭素繊維のストリップを使用す
るタイプである。しかし、ヘッドが同一の３００、１５０又は７５ｍｍのストリップを使
用する従来の手法と比べて、本発明の装置によれば、このヘッドは、それぞれ幅が７５ｍ
ｍの少なくとも２つのストリップ、好ましくは４つの炭素繊維のストリップを使用し、ヘ
ッドが同時に４つのストリップを貼り付ける場合に、標準の３００ｍｍの幅寸法に達し、
最も高い生産性が提供され、ストリップにしわを生じることなく極めて小さい半径を描く
ことができる。これと対照的に、領域が湾曲しているとき、常に合計３００ｍｍのストリ
ッピング幅を保って、その湾曲の半径によって２つの１５０ｍｍのストリップを使用する
ことができ、又は湾曲の半径がきわめて大きく部品が実質的に平坦な場合には、３００ｍ
ｍの単一ストリップもまた使用することができる。
【００１２】
　実際に、本発明品によれば、炭素繊維のストリップの少なくとも２つのリール、好まし
くは４つのリールが配置された貼り付け用ヘッドが使用され、前記リールは、独立する連
続した部分の構成により形成された主ローラに取り付けられる。これらの部分は、コンピ
ュータ・プログラミングによって制御されたそれぞれの回転作動トランスミッションと連
結される。被形成面上に炭素繊維のストリップが貼り付けられる時、従来の保護紙を備え
たストリップが提供され、保護紙は、各リールの独立した巻き取りスプールに分離され収
集されて、スプールに巻き付けられる。
【００１３】
　貼り付け用ストリップは、ストリップを離した状態に維持するガイドを通って、供給リ
ールから貼り付け領域に送られる。貼り付け領域には、各ストリップを押す独立した部分
を有する複数のヒールが設けられ、各ストリップは、圧力によりストリップを貼り付ける
手段によって、形成される面に貼り付けられるか、あるいは貼り付けられない。
【００１４】
　従って、様々な幅のストリップを用いるヘッドが得られ、同一又は異なるストリップが
、きわめて幅広の帯の幅と同等の貼り付け幅を有するストリップの貼り付けを形成するた
めに貼り付けられる。ヘッドは、被形成面の要件に従って、炭素繊維のストリップのリー
ルへの回転動作の伝達を制御することによって、各ストリップの連続的又は中断のない貼
り付けができると共に、被形成面の湾曲に貼り付けを適応させるために、異なるストリッ
プの供給速度を個別に変えることができる。これにより、内側部分よりも湾曲の大きい外
側部分において大きくなる貼り付け行程距離を補正することができ、変形することなく、
貼り付けの幅全体にわたって使用されるストリップの張力が維持される。
【００１５】
　従って、貼り付けを必要とする湾曲に応じて、より多数又は少数の炭素繊維のストリッ
プを使用することができる。更に、貼り付け幅を、きわめて広い帯と同様に同時に使用さ
れる１組のストリップで覆うことができ、例えば、２つの１５０ｍｍ幅ストリップ、又は
４つの７５ｍｍ幅ストリップが、３００ｍｍの貼り付け幅に使用することができ、その寸
法又はリール数は制限なく、それぞれの場合で、作成される表面及び最適な生産性に従っ
て、適応することができる。
【００１６】
　炭素繊維のストリップのリールの組立体は、自動制御された長手方向の駆動ねじの手段
によって、軸方向の配置構成に含まれ、この駆動ねじは、ストリップを送るための各ガイ
ドと対応して各リールを主ローラ上に配置する。回転固定装置は、空気圧で作動する、主
ローラの対応する部分に配置された半径方向の圧力板によって、主ローラの対応する部分
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に各リールを固定するが、主ローラの前述の部分が直径方向に拡張することで、リールを
固定する。
【００１７】
　対応するリールからの各炭素繊維のストリップの供給に関して、個別のセンサが配置さ
れ、それによりリールに対する回転伝達の作動を制御することで、各ストリップの貼り付
け速度が随時調整され、前記ストリップでの適正な貼り付け張力が維持される。更に、前
記センサは、消費されるストリップの量に従ってリールの慣性の変化を補正することがで
きる揺動配置が与えられる。
【００１８】
　ストリップを保持するリールの取り換えは個別に行うことができ、収容されたストリッ
プを使い終わった時、その度に空になったリールが交換される。又は、全体の中の１つの
リールが空になった時に全てを交換する。これは、必要な交換と停止の回数を少なくする
が、完全に使い終わっていないリールに残った材料の無駄を引き起こす。
【００１９】
　前記ストリップを保持するリールの最少回数の交換で貼り付け用のストリップをより適
切に利用する代案は、様々な部品を形成するために貼り付け用ヘッドを連続的に使用する
プログラムと組み合わせてストリップの供給を管理するソフトウェア・プログラムを利用
することからなり、ソフトウェアは、ストリップを貼り付ける様々な使用で実行されなけ
ればならない行程距離を計算し、ある貼り付けでの使用におけるストリップの消費の増大
が、他の使用での他のストリップの消費の増大を相殺するようにしてこれらの使用を実行
する。これにより、貼り付け用のストリップを保持する全てのリールを同時に使い終わり
、材料を無駄にせずに同時に交換することができる。
【００２０】
　本発明によれば、ブロックの側方に向けられた超音波切断ユニットが、炭素繊維のスト
リップの供給リールを取り付ける主ローラの軸と平行な軸で組み込まれる。それにより、
ブロックを炭素繊維のストリップ貼り付け位置に対して９０°回転させることによって、
前述の切断ユニットは、貼り付けられたストリップの残りの部分を切断するための作動位
置になる。
【００２１】
　従って、ストリップが貼り付けられ、その残りの部分が同じヘッドで切断されるので、
炭素繊維のストリップを貼り付ける全作業時間が大幅に短縮される。更に、切断ユニット
の作動位置決めが、ヘッド自体を組み立てる軸の一つでブロックを回転させることによっ
て行われるので、必要な手段の組み立てがより単純で安価になる。
【００２２】
　従って、本明細書で提案されるヘッド及び方法は、炭素繊維のストリップを貼り付ける
ことによって部品を形成するための極めて有利な機能的特徴を提供し、この装置は、同じ
機能のために現在まで使用されてきた手段に対して独自性と好ましい特徴を有している。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】本発明による炭素繊維のストリップを貼り付けるヘッドの斜視図である。
【図２】ヘッドの大枠に対応する部品の分解図である。
【図３】部品が組立位置に配置された図２のヘッドの斜視図である。
【図４】超音波切断ユニット（１５）を組み付ける段階の斜視図である。
【図５】図４の超音波切断ユニット（１５）を組み付けた図である。
【図６】主ローラ（５）を組み付ける段階の斜視図である。
【図７】図６の主ローラ（５）を組み付けた図である。
【図８】本発明のヘッドの炭素繊維のリール（１）を組み付けるための主ローラ（５）の
部分分解斜視図である。
【図９】駆動モータ・ユニットのない前記主ローラ（５）の長手方向断面を有する斜視図
である。
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【図９Ａ】前図の部分拡大図である。
【図１０】炭素繊維のストリップの供給を調整するセンサ（１４）を備えた、リール（１
）を組み付ける主ローラ（５）の組立体の斜視図である。
【図１１】ストリップの供給を調整するセンサ（１４）の拡大斜視図である。
【図１２】貼り付け面に炭素繊維のストリップを押し付けるヒール（１０）の斜視図であ
る。
【図１３】炭素繊維のストリップから保護紙を巻き取るためのリール（８）の斜視図であ
る。
【図１４】切断ユニット（１５）の作動位置における本発明のヘッドの斜視図である。
【図１４Ａ】切断ユニット（１５）を作動させる作動手段を示す斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
　本発明の対象は、航空産業用等の部品を構成するために炭素繊維のストリップを貼り付
けるヘッドに関し、前記機能に使用されるヘッド及び貼り付け方法に改善がもたらされる
。
【００２５】
　このヘッドは、従来、縦軸IIIの組立継手（３）に関する回転運動支持体（２）上に配
置されていたが、ブロック（２．１）又は実際のヘッドは、前述の支持体（２）上の横軸
Ｉの「小歯車－冠歯車」回転組立体（４）に組み込まれる（図１、図２及び図３参照）。
【００２６】
　本発明によれば、貼り付けられる炭素繊維のストリップを供給するための少なくとも２
つの炭素繊維のストリップの供給リール（１）がヘッド内に配置される。
【００２７】
　添付図面に示された非限定的な実際の実施形態によれば、ヘッドは、図１０のとおり、
４つのリール（１）を有し、各リールには、７５ｍｍの幅寸法を有する炭素繊維のストリ
ップが巻かれる。従って、ヘッドが４つの炭素繊維のストリップを同時に貼り付ける場合
には幅３００ｍｍに貼ることができ、それにより生産性が最大になる。それに対して７５
ｍｍ幅の１つのリール（１）だけを使用すると、しわを作ることなく極めて小さい半径を
描くことができる。従って、描く半径の湾曲に応じて１個、２個、３個又は４個のリール
（１）が使用される。ヘッドが、あまり複雑でない表面を覆うために使用される場合は、
例えば、３００ｍｍ幅のサイズを覆う２つの１５０ｍｍのリール（１）を使用することも
でき、或いはほぼ平らな部品のための大きな半径の湾曲を生じることができる単一の３０
０ｍｍ幅のリール（１）を使用することもできる。
【００２８】
　リール（１）は、シャフト（１６）（図９参照）に取り付けられた個別の連続したリン
グ（５．１）の組み立てによって形成された主ローラ（５）に取り付けられ、その論理上
の縦軸ＩＩは、横軸Ｉと垂直である。
【００２９】
　図６、図８及び図９のとおり、リング（５．１）は、コンピュータ・プログラムによっ
て制御される対応する個別のモータ（７）に対して、それぞれの回転作動トランスミッシ
ョン（６）によって連結される。
【００３０】
　主ローラ（５）の前記部分（５．１）は、連続した部分（５．１）の側方対面間に配置
された玉軸受（２３）によって互いに分離され、連続した部分（５．１）のそれぞれの独
立した回転が可能である（図９及び図９Ａ参照）。
【００３１】
　それぞれの部分（５．１）の前記回転は、図９Ａのとおり、対応する部分（５．１）の
内側の冠歯車（２５）と噛み合わされた小歯車（２４）を作動させるそれぞれの独立した
モータ（７）によって制御され、その結果、本発明と同じ出願人の特許第Ｐ２００２００
５２４号に記載されているように、この組立体によって、各部分（５．１）の個別の制御
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された回転作動が確保される。
【００３２】
　これにより、リール（１）は、互いに異なる速度で回転することができ、その結果、例
えば、湾曲部分に達したときに、例えば、湾曲の外側にあるストリップに対応するリール
（１）が、その隣にあるリールよりも多く「回る」などし、湾曲から出るときは全てのリ
ールが同じ速さで巻かれていない。
【００３３】
　貼り付け用に設計された炭素繊維のストリップは、リール（１）に巻かれるときに前記
ストリップが固着するのを防ぐ付随する従来の保護紙を備え、その結果、前記ストリップ
が被形成面に貼り付けられるとき、保護紙は、同じヘッド内でその目的のために配置され
た巻き取りスプール（８）内に収集される（図１１参照）。
【００３４】
　炭素繊維のストリップは、ガイド（９）によって主ローラ（５）上に取り付けられた供
給リール（１）から送り出され（図１参照）、ガイド（９）は、図１２のとおり、各スト
リップを押し付けるための個別の加圧部分（１０．１）によって形成された複数のヒール
（１０）が配置された貼り付け領域に達するまでストリップを離したままにし、その結果
、各ストリップは、圧力によるストリップ貼り付け手段で被形成面に貼り付けられるか、
又は貼り付けられない。
【００３５】
　換言すると、被形成面に炭素繊維のストリップを貼り付ける際、ヒール（１０）の対応
する部分（１０．１）によって初めに前記面に押し当てられることでストリップは被形成
面に貼り付けられ、それに対して、ヒール（１０）の各部分（１０．１）によって押し付
けられないストリップは、被形成面に貼り付けられることなく通過する。従って、ヘッド
の動作制御プログラミングによって操作を選択し、貼り付け材料で覆わなければならない
部分にのみ形成ストリップを貼り付けることによって、どのようなタイプの表面でも形成
することができる。
【００３６】
　炭素繊維のストリップの供給リール（１）は、ストリップを送るためのガイド（９）内
に配置された光センサと一緒に、長手方向の駆動ねじによる軸方向配置手段によって組み
立てられ、これによりそれぞれのガイド（９）に対応してストリップの供給リール（１）
を整列させる自動的な調整を実行することが可能である。
【００３７】
　更に、主ローラ（５）を構成する各部分（５．１）は、その外面（図８～図９Ａ参照）
に、空気圧システムによって半径方向に動くことができる板（１１）を備え、前記板の手
段によって前記部分（５．１）の直径方向への拡張部がリール（１）を固定するために作
成される。そして、貼り付けのために供給されるストリップの作動は、対応するモータ（
７）により部分（５．１）に供給される回転伝達によって操作される。
【００３８】
　部分（５．１）の直径方向への拡張部の板（１１）の半径方向の動きは、以下のように
行われる（図９Ａ参照）。
【００３９】
　固定ピストン（２６）と軸方向可動ジャケット（２７）の間にある空気チャンバ内の圧
力が高くなると、前記ジャケット（２７）は、対応する部分（５．１）の回転軸方向に動
かされ、その結果、前述のジャケット（２７）及び部分（５．１）と回転可能に一体とな
った斜面付きリング（２９）との間にあるアンギュラ・コンタクト四点軸受（２８）が、
ジャケット（２７）の長手方向の動きを前記斜面付きリング（２９）に伝達すると同時に
ジャケット（２７）が回転しないようにし、それに対して斜面付きリング（２９）は、ピ
ン又はスタッド（３０）によって取り付けられた部分（５．１）と共に回転する。
【００４０】
　斜面付きリング（２９）の斜面上に、半径方向に配置されたボールを端部に備えた部品
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（３１）が支持され、その結果、部品（３１）の端部が、斜面付きリング（２９）の斜面
上を摺動し、前記部品（３１）がそれに接して配置された板（１１）に押し付けられるの
で、ジャケット（２７）の空気圧による軸方向の動きによって引き起こされる斜面付きリ
ング（２９）の長手方向の動きによって、部品（３１）が半径方向に動く。
【００４１】
　部分（５．１）の外面には軸方向の溝がつけられ、その溝によって前記部分（５．１）
上にリール（１）が完全に固定され、相対的な回転摺動が防止されてリール（１）の最適
な制御が確保される。
【００４２】
　更に、炭素繊維のストリップの保護紙を巻き取るための巻き取りスプール（８）が、図
１１のとおりシャフト（１２）上に取り付けられ、空気圧システムによって作動されるく
さび（１３）方式によってロックされる。
【００４３】
　主ローラ（５）に取り付けられた対応する供給リール（１）から出る炭素繊維のストリ
ップに関し、炭素繊維のストリップは個々に、図１１に示す配置されたセンサ（１４）を
通り、その結果、各ストリップの出口速度が前記センサ（１４）によって制御され、対応
するモータ（７）によるリール（１）への回転伝達の作動は、常に必要なストリップを貼
り付ける速度に各ストリップの供給を合わせるためにその速度に従って調整され、貼り付
けを不十分にする緊張や引っ張りが起こるのを防ぐ。
【００４４】
　更に、前述のセンサ（１４）は、揺動配置で配置され、それにより前記リール（１）上
の対応するストリップが消費されたときのリール（１）の慣性の変化を補正することが可
能であり、これにより供給工程中のストリップの張力が一定で、貼り付けが均一になる。
【００４５】
　本発明の装置による炭素繊維のストリップを貼り付けるための貼り付け方法は、前述の
ヘッドによって、最少のパス回数で貼り付け面を覆うことを可能にするストリップの幅と
同等の全幅を有する２つ以上のストリップを使用して行うことができるが、それにより各
ストリップを供給する速度を制御することによって、必要なまっすぐな経路及び湾曲した
経路をたどるストリップを貼り付けることができる。まっすぐな貼り付け領域では、すべ
てのストリップが同じ速度で供給されるが、湾曲した貼り付けでは、湾曲の外側部分に貼
り付けるストリップは、湾曲の内側部分に貼り付けられるストリップより早い速度で供給
される。これにより、貼り付けは、外側部分のストリップが延びることなく、且つ内側部
分でしわが寄ることなしに、貼り付けの幅全体が均一になる。示したように、所定の時に
、１つのリール（１）のストリップだけを貼り付け、残りのリールのストリップを貼り付
けなくてもよく、或いは全ての可能な論理的変形が可能であり、本明細書に示した実際の
実施形態により、４つの独立したリール（１）を使用できること、又は必要であれば更に
多くのリール（１）を備えることが考慮される。
【００４６】
　このような状態では、貼り付け工程は、リール（１）が空になったときに前記リール（
１）が個別に交換され、リール（１）のうちの残りのリールは、工程で各リールが空にな
るまで使い続けられ、それらのリールは同じように個別に交換される。この方法では、炭
素繊維のストリップが完全に活用されるが、リールが空になったときに各リール（１）を
交換するために何度も工程を停止しなければならない。
【００４７】
　同様に、リールのうちの１つが空になったときに全ての炭素繊維のストリップの供給リ
ール（１）を交換する貼り付け方法にすることができ、それにより全てのリール（１）が
それぞれの取り換えの停止で交換され、従って全てのリールが完全に充填された状態から
供給工程を再開するので、必要な停止の回数が減少する。しかしながら、この方法では、
リール（１）が空にならずに交換されたときに、使い終わっていないリール（１）の残り
が全て破棄されるので、材料の損失がある。
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【００４８】
　本発明での特別なオプションによれば、炭素繊維のストリップの供給に関して、同じか
又は異なる部品を形成するために連続貼り付け用のプログラムと組み合わされた管理ソフ
トウェア・プログラムが適用され、その結果、前記ソフトウェアは、異なる使用で実行し
なければならないストリップを貼り付けるための行程距離を計算し、それらを実行する順
序を決定する。それにより、ある使用におけるいくつかの貼り付け用ストリップの消費の
増大が、他の使用における他のストリップの消費の増大で相殺され、それにより貼り付け
用ストリップを保持する全てのリール（１）が同時に空になる。この方法では、全てのリ
ール（１）は同じ取り換えの停止で交換され、無駄な処分がないので、ストリップの炭素
繊維材料が完全に活用される。
【００４９】
　本発明の別の特徴によれば、ヘッドに、ブロック（２．１）の側方に向けられた主ロー
ラ（５）の軸ＩＩと平行な軸ＩＩａで配置された超音波切断ユニット（１５）が組み込ま
れる（図４、図５及び図６参照）。
【００５０】
　この構成では、図１４に示したように、横軸Ｉにおける組立体（４）に接するブロック
（２．１）を、炭素繊維のストリップ貼り付け位置に対して９０°回転させることによっ
て、切断ユニット（１５）は、貼り付け面の形成で使用される炭素繊維のストリップの残
りの部分を切断する作動位置になる。
【００５１】
　これにより、ストリップを貼り付ける同一ヘッドが、図１に示した貼り付け位置と図１
４に示した切断との間で、ヘッドのブロック（２．１）を軸Ｉのまわりに単純に９０°回
転させることによって前記ストリップの残りの部分を切断するので、炭素繊維のストリッ
プが形成される部品を製造する工程の所要時間が短縮される。
【００５２】
　図１４Ａに示すように、切断ユニット（１５）は、炭素繊維材料を切断することができ
るように、小歯車（１９）及び冠歯車（２０）を介してサーボ・モータ（１８）によって
作動されるサーボ制御された作動手段によるブレード（１７）の回転（ＣＵ）を有する。
【００５３】
　ブレード（１７）は、１０分の数ミリメートルの振幅の超音波周波数によって軸方向に
加振され、それにより残っている付着した未硬化の材料を炭素繊維のストリップから切断
することができる。ブレード（１７）の前記周波数は、ヘッドの支持体（２）に取り付け
られた共振器（２１）によって生成され、収集器（２２）に伝達され、それによりブレー
ド（１７）が回転（ＣＵ）で回転作動されたときでも、ブレード（１７）を加振できる。
【符号の説明】
【００５４】
　１　供給リール
　４　小歯車及び冠歯車
　５　主ローラ
　５．１　主ローラの部分
　６　回転作動トランスミッション
　７　モータ
　８　スプール
　９　ガイド　
　１０　ヒール
　１１　板
　１２　シャフト
　１３　くさび
　１４　センサ
　１５　超音波切断ユニット
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